
留　 意　 事 　項　／　そ　の　他

取　組　み　内　容

効　　　　　　　果

6月～9月末までを熱中症対策期間と位置付け、期間中の全土曜日を閉所とする。

日々暑い中の作業で、職方・所員ともに週末は心身の疲労がピークとなるが、全土曜日を閉所とすることで、
しっかりと休暇することができ、熱中症対策として有効である。

熱中症対策期間の全土曜日閉所

○ 現場 事務所内


